
６ 市民とともに創る持続可能で自立したまち （１）開かれた市政の推進

広報活動推進事業
（うち広報活動事業）
事業の目的

事業の概要

根拠法令：岩見沢市広報発行規程
岩見沢市ホームページ管理運営規定

関連計画：岩見沢市総合戦略

令和８年度予算額

市民との情報共有を図るため、様々な媒体を活用し市民が必要な情報を迅速で的確に分かりやすく発信します。

広報紙の編集・発行、コミュニティＦＭ・街頭放送による周知、ホームページ・SNSの管理・運営、報道機関への周
知を行います。

広報いわみざわやホームページ、コミュニティFM、街頭放送、SNSなど、発信
する情報に適した手段で、効果的に市民の皆さんに情報をお届けします。

様々な方法で市から

の情報を発信
市民の皆さんからの
意見や要望

プレスリリース

FM・街頭放送

事業開始年 昭和26年度

【事業の経過】
平成24年度
令和 2年度
令和 3年度
令和 4年度

広報いわみざわ特集掲載実績・見込み（令和7年度）

X（旧Twitter）・Facebookの運用開始
Instagramの運用開始
ホームページリニューアルに向けたシステムの構築
新ホームページ運用開始
公式LINE運用開始 ●ユニバーサルメニューの導入

●アクセス集中時の負荷分散
●SNS連携機能
●手続きナビ
●AIレコメンド機能
●ごみ出し検索機能
●LINE連携機能

デジタルサイネージ

タイムリーに

より詳しく

市民参加と協働のまちづくり

市と市民の皆さんで情報を共有

市役所 市民

６，７０８万円
（うち広報活動事業６，６３４万円）

総務部秘書課

広報紙 SNS

●市政方針と予算
●こども計画
●新病院の概要
●空き家対策
●魅力ある中小企業
●認知症普及啓発

●まちづくり支援
●スマート農業と地域社会ＤＸ
●除排雪のルールとマナー
●子育て支援
●創業者と高校生の挑戦
●北海道大学COI-NEXT

「速い」「見つかる」「見つけやすい」を
実現するホームページ

新
規

拡
充

変
更
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６ 市民とともに創る持続可能で自立したまち （２）持続可能な行財政基盤の確立

職員研修事業
事業の目的

事業の概要

根拠法令：地方公務員法第39条
岩見沢市職員研修規程

関連計画：岩見沢市職員研修計画

政策形成能力の向上及び専門的知識の習得による職員力と組織力の向上を図り、市役所改革を進めていきます。

地方分権時代に見合った質の高い行政サービスを提供できる人材の育成を目指し、一般研修及び各種研修専門機関へ
の派遣等を実施し、政策形成能力の向上及び専門的知識の習得による職員力の向上を図ります。

令和８年度予算額 ７９６万円

総務部職員課

新
規

拡
充

変
更

１００

派遣研修実施状況の推移 R4 R5 R6

自治大学校(第２部) - 1 1

市町村職員中央研修所 2 4 4

全国市町村国際文化研修所 8 2 3
全国建設研修センター - 3 1

北海道市町村職員研修所 15 12 18

その他 25 23 38

合計 50 45 65

一般研修実施状況の推移 R4 R5 R6

初任者研修 36 19 26
能力開発研修 59 45 67
監督者研修 53 55 28
管理者研修 33 13 12

合計 181 132 133

（人）

特別研修実施状況の推移 R4 R5 R6

メンタルヘルス研修 50 - -

ハラスメント研修 - - 27
カスタマーハラスメント対応研修 - - 68
政策形成・問題解決研修 - - -
その他 646 936 707
合計 696 936 802

政策形成・課題解決に主体的に取り組む職員の育成

令和8年度における研修概要

職員が安心して働くことができる職場を支援

・若年層を中心に課題解決をテーマとして特別研修を実施。
・年間を通じた研修カリキュラムにより、課題の解決方法などを学び、今後の業務に
活かすことのできる能力の育成を行う。

・窓口業務を担当している職員を中心に希望する職員（会計年度任用職員を含む）
を対象にカスタマーハラスメント対応研修を実施。
・基本方針、対策マニュアルに基づいたカスタマーハラスメントへの組織的な対応の
習熟を図るほか、クレームを発生させないための接遇やクレーム対応についても併
せて実施する。

職員定員管理計画に基づく職員の能力向上の概要

・職員の政策形成、課題解決能力の向上
社会経済情勢の変化や新たな課題に的確かつ柔軟に対応していくため、政策形

成、課題解決能力の向上を目的とした研修を実施し、主体的に課題解決に取り組
むことができる職員の育成を行います。

・職員の適性に応じた育成
将来を担うために必要な能力・資質を持つ職員を育成していくため、職員の適性

に応じたキャリアデザインの形成を支援し、その実現に向けた仕組みを検討します。

・実践を通じた育成・指導の強化
職場での実践を通じた知識や技術の習得に加え、仕事に対する意識の向上を図

ることが出来るＯＪＴについて、より効果的に推進していくため、指導的立場である
職員を対象に指導力の向上をテーマとして研修を行います。



６ 市民とともに創る持続可能で自立したまち （２）持続可能な行財政基盤の確立

公共施設マネジメント推進事業
事業の目的

事業の概要

根拠法令：平成26年4月22日総務大臣通知「公共施設等の総合的かつ
計画的な管理の推進について」など

関連計画：岩見沢市行政改革大綱

事業開始年度 平成26年度
【事業の経過】

平成26年度 公共施設現況把握（施設カルテ作成）

平成28年度 公共施設等総合管理計画策定【H28年12月】

平成30年度 公共施設再編基本計画策定【H31年3月】

令和2年度～ 個別施設計画策定（順次）

令和5年度 公共施設等総合管理計画改定【R6年3月】

急激な人口減少や厳しい財政状況の中、将来を見据え、経営的視点による公共施設マネジメントを推進します。

「公共施設等総合管理計画」、「公共施設再編基本計画」及びこれらの方針を踏まえて施設単位での具体的な対策等
を示す「個別施設計画」に基づき、公共施設の適正配置を図ります。

施設の適正配置 施設の長寿命化 維持更新経費の削減

公共施設の適正配置と床面積削減により公共施設の課題を解決！

自治体が抱える公共施設の課題

市民ニーズの変化財源不足 過剰供給 施設の老朽化

公共施設等総合管理計画（平成28年12月策定）

計画期間 平成28年度～令和27年度
目 的 公共施設全体の最適化
数値目標 公共施設の総床面積を30年間で30％削減

公共施設再編基本計画（令和８年改定予定）

計画期間 令和8年度～令和17年度
目 的 公共施設等総合管理計画の実施における具体的取組みの指標

個別施設計画の推進と具体的再編の実施

施設単位での具体的な対策や実施時期を示す個別施設計画の推進
（具体的再編の実施）インフラ長寿命化計画

第
６
期
岩
見
沢
市
総
合
計
画

行
政
改
革
大
綱

【関連計画】
・都市計画マスタープラン
・まちなか活性化計画
・岩見沢市こども計画など

公共施設再編基本計画
公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画

令和８年度予算額 １３２万円

企画財政部企画室

令和5年度：計画の改定
（PDCAサイクルに基づく見直し）

○○施設個別施設計画

□□施設個別施設計画
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６ 市民とともに創る持続可能で自立したまち （２）持続可能な行財政基盤の確立

ふるさと応援寄附事業
事業の目的

事業の概要

根拠法令：地方税法、地方税法施行令、地方税法施行規則

関連計画：岩見沢市中長期財政計画

令 和 ４ 年 度

令 和 ５ 年 度

令 和 ６ 年 度

令 和 7 年 度

国の「ふるさと納税制度」を活用し、市をＰＲするとともに、まちづくりの充実を図ります。

「寄附」という形で、市外から岩見沢市を応援いただいた方に対し、特産品の贈呈等（返礼品）により地域の魅力と
謝意を伝えます。また、お寄せいただいたご寄附は、意向に沿った形で、まちづくりの充実のために活用します。

R4 R５ R6

件数（件） 15,330 10,566 7,411

金額（千円） 313,170 246,777 187,284

返礼品（品目） 450 474 581

ふるさと応援寄附の実績

いわみざわって、
どんなまち？

今度、
行ってみよう！

応援
ありがとう
ございます。

令和8年度 ふるさと応援寄附見込額 ３億円

令和８年度予算額 １億４,５８０万円

ポータルサイト追加（ふるなび）

地方税法の一部改正に伴う地場産基準の厳格化

ポータルサイト追加（さとふる、ＪＡＬ、ＡＮＡ、まいふる、ＪＲＥ）

ポータルサイト追加（Amazon）

【事業の経過】

企画財政部企画室

新
規

拡
充

変
更

事業開始年度 平成２５年度

観光振興 地域福祉

スポーツ・文化の振興

農業振興

青少年健全育成

選べる寄付金の使途

寄附金は、意向に沿った形で、まちづくりの充実のために活用します

ふるさとづくりの推進

102



６ 市民とともに創る持続可能で自立したまち （２）持続可能な行財政基盤の確立

広域連携促進事業
事業の目的

事業の概要

根拠法令：定住自立圏構想推進要綱
関連計画：南空知定住自立圏共生ビジョン

南空知圏域の各自治体との連携のもと、広域的な連携事業の取組みを進めます。

南空知定住自立圏として、構成市町との連携のもと、必要な生活機能の確保等、多様化・複雑化する地域課題の広域
的な解決に向けた取組みを行うとともに、南空知ふるさと市町村圏組合を通じた交流事業を推進します。

南空知定住自立圏による取組み

令和８年度予算額 ４９６万円

連携中枢都市圏形成に係る連携協約締結
さっぽろ連携中枢都市圏ビジョンの策定
広域連携加速化事業に係る「南空知圏域の形成に関する
協定書」の締結
南空知圏域連携ビジョンの策定
南空知定住自立圏協定の締結
南空知定住自立圏共生ビジョンの策定
南空知定住自立圏形成による取組み開始

事業開始年度 平成30年度

企画財政部企画室

岩見沢市、夕張市、美唄市、
三笠市、南幌町、由仁町、
長沼町、栗山町、月形町

札幌市、小樽市、岩見沢市、
江別市、千歳市、恵庭市、
北広島市、石狩市、当別町、
新篠津村、南幌町、長沼町

南空知ふるさと市町村圏組合
南空知定住自立圏

さっぽろ連携中枢都市圏

平成30年度

令和 ２年度

令和 ６年度

令和 ７年度

【圏域図】
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住民生活に必要な機能について一定の集積があり、周辺の市町の住民もその機
能を活用している岩見沢市が中心的な役割を担う「中心市」となり、周辺市町と
連携し、圏域全体において必要な行政サービスの維持・確保を図る。

各分野で広域的な取組みを実施

⑧公共交通

⑨ICTインフラ

⑩道路インフラ

⑪※地産地消

⑫移住・交流
（移住、※域内外交流）

生活機能の強化

⑬人材育成

⑭※外部人材活用

⑮職員研修

⑯※公共施設

⑰※事務の共同実施

①医療（救急医療体制、※地域医療）

②福祉（障がい者福祉、※高齢者福祉）

③教育（学校教育、生涯学習・社会教育）

④※土地利用

⑤産業振興（農業、商工・雇用、観光）

⑥環境（環境・衛生、※廃棄物対策）

⑦防災（防災、※消防）

結びつきやﾈｯﾄﾜｰｸの強化

圏域マネジメントの強化

9市町合同での
ドームテント
（共同備蓄品）の
設置訓練

9市町を会場とした
高齢者向けスマート
フォン講習会

※印は今後協議

運転手確保
支援金



実施事業概要

６ 市民とともに創る持続可能で自立したまち （２）持続可能な行財政基盤の確立

令和８年度予算額

新
規

拡
充

変
更

スマート・デジタル自治体推進事業
事業の目的

事業の概要

先進的なデジタル技術活用のもと、行政サービスの質の向上や業務の効率化を図るなど、「スマート・デジタル自治
体」の具体化を目指します。

行政手続きのスマート化等による行政サービスの高度化をはじめ、全国すべての自治体が取り組む業務システムの標
準化への対応やペーパーレス化など業務環境の改善・効率化を推進します。

事業開始年 令和３年度
【これまでの経過】

令和３年度
●行政窓口のスマート化（令和4年度～窓口スマート化推進事業）
●Ｗｅｂ会議の活用
●テレワークシステム利用環境の構築
●ペーパーレス会議の実施（会議資料等のペーパーレス）

令和４年度
●行政手続きのオンライン化（電子申請サービスの開始）

スマート・デジタル自治体の実現に向けた取組み

業務システムの標準化 国が整備する標準準拠システムへの移行

行政手続きのスマート化

行政窓口のスマート化

コミュニケーション

通信環境

オンライン申請とキャッシュレス決済の導入

デジタル技術を活用した窓口業務の効率化

遠隔地から参加可能なWeb会議の実施

テレワーク

電子化・ペーパーレス化

ネットワークを活用した行政サービスの促進

テレワーク・モバイルワーク等の環境整備

会議資料等のペーパーレス化

令和５年度
●業務システムの標準化（標準仕様との比較分析等）

根拠法令：デジタル社会形成基本法
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

関連計画：岩見沢市総合戦略

１億２７４万円

企画財政部情報システム課

令和6年度
●業務システムの標準化（国が整備したクラウドへの接続等）

○窓口業務の改善・効率化

○生成AIなどデジタル技術の活用によるサービス向上と業務効率化

○標準準拠システムへの移行

○既存環境を活かした電子化・ペーパーレスの推進

主な取組み内容

市民サービスの向上と行政運営の効率化を同時に実現し、

持続可能な行政基盤を構築

令和7年度
●業務システムの標準化（標準準拠システムへの一部移行）

行政運営資源

デジタル技術の活用

行政運営の効率化

時間・人的リソース

市民サービス向上

持続可能な行政基盤

１０４



事業の目的

事業の概要

令和８年度予算額

６ 市民とともに創る持続可能で自立したまち （２）持続可能な行財政基盤の確立

窓口スマート化推進事業

行政手続きや窓口対応のスマート化等による行政サービスの質の向上と業務の効率化を図ります。

市民の視点に立った質の高い窓口サービスを提供するため、番号発券機やキャッシュレス決済を活用するほか、
書かない窓口の運用により窓口手続きを簡略化し、市民の負担軽減を図ります。

事業開始年度 令和４年度
（１）窓口番号案内表示システム（番号発券機）イメージ

（２）窓口業務支援システム（書かない窓口）イメージ

窓口業務
支援システム

業務自動入力支援
システム(RPA)により、
証明書等を出力

①本人確認
書類提示

②署名のみ ③受け取り（発行）

①番号発券 ②呼び出し案内 ③手続き ④書類受取り、会計

天井モニター
呼び出し

１ 窓口番号案内表示システム運用による案内業務

（例：証明書発行の場合）

・受付番号が呼ばれたら、窓口で手続きを行い、待合席に戻ります。

・証明書の交付準備ができ次第、再度呼び出し案内がありますので、

会計窓口で書類を受け取り、手数料を支払います。

２ 窓口業務支援システム運用による申請受付業務

・住民票や印鑑証明などの証明書発行手続きについて、申請書記載

の手間をなくす「書かない窓口」を導入。

・データの入力、照合、集計など定例・繰り返し行う業務をRPA化。

３ 窓口キャッシュレス決済

・証明書の発行窓口において、クレジットカード、電子マネー、

QRコードによる電子決済を導入。

・利用者が直接現金を支払うセミセルフレジを導入。

（新庁舎の供用開始に合わせて、令和3年度に一部先行実施）

根拠法令：デジタル社会形成基本法
関連計画：デジタル社会の実現に向けた重点計画、岩見沢市総合戦略

１，１６１万円

市民環境部市民サービス課

１０５

聞き取りにより、
申請書を作成・出力

新
規

拡
充

変
更


